
募 集 要 項          

受 講 要 件 ：全日程出席できる方。申込み多数の場合は修了後区内にて介護の仕事に就労

することを希望する方を優先し、その後抽選により受講者を決定します。 

定   員 ：３６ 名 

受講生負担金：６８,８００円 一括前払い 

〔内訳：受講料 ６２，000 円（税込み）／テキスト代 6,800 円〕 

受講決定後、期日までに指定口座にお振込みいただきます。 

●実習時には健康診断書（細菌検査含む）が必要になります● 

（健康診断に伴う費用は別途自己負担となります。） 

 

           

 

 

 

世田谷区社会福祉事業団 主催 

平成２２年度 世田谷区社会福祉事業団 

訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修 2 級課程・ 

障害者（児）居宅介護従業者養成研修 2 級課程 受講生募集 

教育訓練給付制度・母子家庭自立支援教育訓練給付制度対象※4 ページ参照 

 当研修では、2 つの資格が取得できます  

当研修で取得できる資格 

 ☆訪問介護員（ホームヘルパー）2 級課程     ☆障害者（児）居宅介護従業者 2 級課程 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－１－ 

介護保険法における訪問介護員（ホームヘルパ

ー）として介護業務に従事するために必要な資格で

す。 

その他にホームヘルパー２級の資格を持った方

の働く場所としては、特別養護老人ホーム、デイホ

ーム、グループホームなどの施設、病院などの医療

機関、その他各種介護保険サービス事業やサービス

業など活躍の場は大きく広がっています。 

また、その後、介護福祉士やケアマネジャーの資

格取得等にもつながります。 

（各受験資格の取得については、個別に規定があり

ますので、詳しくは別途お問い合わせください。） 

  

障害者自立支援法における居宅介

護従業者として介護業務に従事する

ために必要な資格です。居宅介護従

業者は、障害を持った方の居宅にお

ける生活を支援する仕事です。 

現在は、ホームヘルパーの資格を

持っていれば居宅介護従業者として

も働けますが、採用の条件として障

害者（児）居宅介護従業者の資格を

求める事業所もあるため、この資格

を取ることでより活躍の場が広がり

ます。 

 

 

研修会場・日程について 
☆研修会場   ・世田谷区福祉人材育成・研修センター 研修室（小田急線 成城学園前駅） 

        ・二階堂高等学校（京王線 明大前駅） 

☆研修日程    別紙の日程表の予定です 会場・日程は変更することもありますのでご了承下さい 

  

 



 

 

 

 

＜研修予定＞ 

        

研 修 期 間 

募集要項配布期間 

申 込 期 間 

 

第１回 

５月２４日（月） 

～ ７月２３日（金） 

４月 1５日（木） 

～ ４月２６日（月）（必着）  

 

第２回 

７月 １日（木） 

～ ９月３０日（木） 

6 月 １日（火） 

～ ６月１１日（金）（必着） 

 

第３回 

１０月１日（金） 

～１２月２４日（金） 

８月１６日（月）  

  ～ ９月  ３日（金）（必着） 

 

第４回 

１２月１５日（水） 

～２３年３月１８日（金） 

１１月１５日（月）  

  ～１１月２５日（木）（必着）  
 

 

 

 

所定の申込書にご記入のうえ、上記の申込期間に 

郵送または持参（ともに必着）にて提出してください。 

 

＜申込書の記入の仕方について＞ 

◆電話番号欄は昼間連絡のとれる電話番号を記入して下さい。 

 

◆職業欄は、現在従事している主な職業 （例：会社員・自営業・主婦等）を記入して下さい。 

 

◆ご自宅・携帯電話への連絡が取れない場合、勤務先への連絡が可能な方は「所属先の名称・住所」

欄に、所属・勤務している会社・団体・施設の名称と住所・電話番号を記入して下さい。 

 

◆「受講希望理由」は、具体的に記入して下さい。 

 

◆応募していただいた“申込書”は、受講の可否にかかわらず返却いたしません。受講できなかっ

た方の申込書はこちらで廃棄させていただきます。 

 

 

この申込の際に得た個人情報（氏名・年齢・性別・住所・電話番号）は、研修

に関する目的以外には使用しません。 
 

 

 

 

 

－２－ 

第 1回の募集は終了いたしました。 

第 2回の募集は終了いたしました。 

 

第 3回の募集は終了いたしました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－３－ 

＜ホームヘルパー研修に関するＱ＆Ａ＞ 

Ｑ，試験はありますか？ 

Ａ，試験はありませんが、修了するには、本研修（講義・演習・実習）のカリキュラムにすべ    

て出席し、受講記録・実習記録の提出が必要になります。（出席態度に問題がある、学習 

意欲が欠けている、研修の秩序を乱す等の場合は修了を認められない場合があります） 

    また、後日提出していただく健康診断書の結果によっては、現場での実習ができない場合 

があります。実習ができないと修了が認められませんので、心配な方は事前にご確認くだ

さい。 

Ｑ，修了証は全国で通用しますか？ 

Ａ，全国で通用します。 

 

Ｑ，講義・演習・実習を欠席した場合は？ 

Ａ，やむをえず欠席する場合、原則として研修の総日数（実習も含む）のうち３日を上限とし

て補講を認めます。欠席した場合は、欠席した分のカリキュラムを、補講していただきま

す。（遅刻した場合も、欠席扱いになります。） 

欠席した場合、修了が遅れることがありますので、ご了承ください。 

＜補講方法＞ 

他機関で実施する講座にて、補講を受けていただきます。補講を受ける場合は、その補講先の機関が指

定する受講料を支払っていただきます。 

原則として、ご自分で補講先を探していただきますが、補講先を見つけることは容易ではありません。 

 

Ｑ， 受講生負担金以外に費用はかかりますか？ 

Ａ，受講生負担金は「受講料」「テキスト代」がすべて含まれています。 

    この他、研修・演習会場・実習先までの交通費、実習先へ提出する健康診断費用（血液検

査・胸部Ｘ線・細菌検査 等）は自己負担になります。 

また、受講記録などを郵送で提出する場合の郵送料も自己負担になります。 

 

Ｑ，ヘルパー3 級等の有資格者・介護業務従事者に対する、科目の免除などはありますか？ 

  Ａ，ﾍﾙﾊﾟｰ 3 級、ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ等の有資格者・介護業務従事者に対する科目の免除はありません。 

 
 

世田谷区社会福祉事業団 とは 

世田谷区が平成６年９月に設立した団体です。本研修やガイドヘルパー養成研修を実施しているほか、 

特別養護老人ホーム、母子生活支援施設、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）、居宅介護

支援事業所、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイサービス等を運営しています。 

 

世田谷区福祉人材育成・研修センター とは 

専門性を備えた福祉人材の確保と、質の高いサービスの提供を目指し、世田谷区が平成 19 年 4

月に開設しました。人材の発掘・育成・研修事業を行います。世田谷区の委託を受けて、世田谷区

社会福祉事業団が運営しています。（当研修の事務局を担当しています。） 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小田急線

成城学園前駅

砧総合支所

新宿→←登戸

北口

南口

〒

成城大学
三菱東京UFJ

銀行

成城石井

 

世田谷区福祉人材 

育成・研修センター 

 
－４－ 

 

教育訓練給付制度 とは 

雇用保険の一定要件を満たす方が本講座を修了した場合、受講者負担額の 20％が公共職業安定

所（ハローワーク）より支給される制度です。支給される要件を満たしているか否かは、ご住所か

勤務先を管轄するハローワーク（世田谷区の場合は渋谷ハローワーク）へ、お申込み前に直接ご確

認下さい。 

なお、教育訓練給付制度による支給を受けるには、最後まで研修を修了することが必要です。 

途中で研修を中止した場合には教育訓練給付制度による支給は受けられません。また、補講によ

り発生した補講料は、受講者負担額に入りませんのでご注意下さい。 

 

※母子家庭自立支援教育訓練給付制度 とは 

母子家庭のお母さんの就労を促進するため、本講座の修了後に受講者負担額の２０％を支給し、

母子家庭の自立を支援する制度です。受講前の申請時、及び受講後の訓練給付金申請時の両方で一

定の条件を満たしていることが必要ですので、受講前に必ず申請窓口までご相談ください。 

（世田谷区の場合、開講月の前月 10 日までに申請が必要ですので、開講の 2 ヶ月前をめどに早め 

にご相談ください。相談・申請の窓口は、ご住所を管轄している各支所の 生活支援課 子ども家庭 

生活支援 です。） 

＜ 当研修のお問い合わせ・お申込先 ＞ 
〒157-0066  

世田谷区成城 6-3-10 成城 6 丁目事務所棟 1 階 

 

世田谷区社会福祉事業団  

世田谷区福祉人材育成・研修センター 
 

TEL 03-5429-3100  ＦＡＸ 03-5429-3101 

 

 ホームページ   http://www.setagayaj.or.jp/jinzai/ 

 

（月～金 8 時 30 分～17 時 15 分）土・日・祝 休み 

 

スーパー 

http://www.setagayaj.or.jp/jinzai/�

